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(57)【要約】
【課題】患部の固定位置又は体内臓器の状態があらかじ
め立案した治療計画と異なっていても、患部に正確に粒
子線ビームを照射することのできる粒子線治療システム
を提供する。
【解決手段】実施形態によれば、治療室に設置されて治
療当日の体内３次元画像を取得する３次元画像取得部で
あるＣＴ装置２と、治療当日に取得した３次元画像によ
る線量分布と、あらかじめ立案された治療計画データの
線量分布とを表示する線量分布表示部である線量分布表
示装置４２と、治療当日の３次元画像による線量分布及
びあらかじめ立案された治療計画データの線量分布に基
づいて、治療計画データを変更するか否かを選択する選
択部である治療管理装置４３と、治療管理装置４３での
選択に基づく治療計画データによって患部に粒子線ビー
ムを照射する照射部であるスキャニング照射装置１と、
を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　線量分布を含む治療計画データを作成する治療計画装置と、
　治療室に設置されて治療当日の体内３次元画像を取得する３次元画像取得部と、
　前記治療当日に取得した３次元画像による線量分布と、あらかじめ立案された治療計画
データの線量分布とを表示する線量分布表示部と、
　前記治療計画データによって患部に粒子線ビームを照射する照射部と、
　前記治療当日の３次元画像による線量分布及び前記あらかじめ立案された治療計画デー
タの線量分布に基づいて、前記治療計画データを変更するか否かを選択する選択部と、
　前記選択部で前記治療計画データを変更することが選択された場合に、前記あらかじめ
立案された治療計画データの線量分布に基づく前記治療計画の計算に必要なパラメータを
修正する治療計画データ変更部と、
　を有し、
　前記照射部は、前記選択部での選択に基づいて、変更されなかった、または、前記治療
計画データ変更部で変更された前記治療計画データによって、患部に粒子線ビームを照射
するものであることを特徴とする粒子線治療システム。
【請求項２】
　前記治療当日に取得した３次元画像に基づいて前記あらかじめ立案された治療計画デー
タの患部の照射位置のずれ量を評価するずれ量評価部と、
　前記ずれ量評価部で評価されたずれ量に基づいて前記治療計画データの照射位置の補正
を行う照射位置補正部と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の粒子線治療システム。
【請求項３】
　前記治療計画データは、患部中心情報、ビーム角度情報、患部領域情報、及び照射を避
けるべき臓器の位置情報であることを特徴とする請求項１又は２に記載の粒子線治療シス
テム。
【請求項４】
　前記治療計画装置は、前記治療当日に取得した３次元画像に対し、前記患部中心情報、
前記ビーム角度情報、前記患部領域情報、前記照射を避けるべき臓器の位置情報、スライ
ス間隔、スポット間隔のうちの少なくとも一つの情報を再利用可能としたことを特徴とす
る請求項３に記載の粒子線治療システム。
【請求項５】
　前記治療計画装置は、前記治療当日に取得した３次元画像に対し、前記患部中心情報、
前記ビーム角度情報、前記患部領域情報、前記照射を避けるべき臓器の位置情報、スライ
ス間隔、スポット間隔のうちの少なくとも一つの情報を再設定可能としたことを特徴とす
る請求項３に記載の粒子線治療システム。
【請求項６】
　前記治療計画装置は、前記再利用する情報を用いて線量最適化計算を行うことを特徴と
する請求項４に記載の粒子線治療システム。
【請求項７】
　前記治療計画装置は、前記再設定する情報を用いて線量最適化計算を行うことを特徴と
する請求項５に記載の粒子線治療システム。
【請求項８】
　線量分布を含む治療計画データを作成する治療計画装置と、
　治療室に設置されて治療当日の体内３次元画像を取得する３次元画像取得部と、
　前記治療当日に取得した３次元画像による線量分布と、あらかじめ立案された治療計画
データの線量分布とを表示する線量分布表示部と、
　前記治療当日の３次元画像による線量分布及び前記あらかじめ立案された治療計画デー
タの線量分布に基づいて、前記治療計画データを変更するか否かを選択する選択部と、
　前記選択部で前記治療計画データを変更することが選択された場合に、前記あらかじめ
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立案された治療計画データの線量分布に基づく前記治療計画の計算に必要なパラメータを
修正する治療計画データ変更部と、
　を有することを特徴とする粒子線治療用管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、炭素等の重粒子線ビーム又は陽子ビーム等の粒子線ビーム（以下
、単にビームともいう。）を例えば患部に照射し、がん治療を行う粒子線治療システムお
よび粒子線治療用管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、がん治療には、例えば粒子線照射方法が使用されている。この粒子線照射方法に
は、拡大ビーム法と呼ばれる方法がある。この拡大ビーム法では、ワブラ法、あるいは二
重散乱体法と呼ばれる方法によりビーム径を患部サイズ以上に拡大している。また、拡大
ビーム法は、コリメータにより照射領域を制限することにより、患部形状に合致させて照
射を行う。しかし、拡大ビーム法は、厳密には３次元的に患部形状に合致させることがで
きず、患部周りの正常細胞への影響を小さくするには限界がある。
【０００３】
　そこで、３次元スキャニング照射法が開発された。３次元照射法では、患部を３次元的
に塗りつぶすように照射を行い、コリメータを必要としないのが特徴の一つである。この
３次元スキャニング照射法による粒子線治療は、次の第１ステップ～第３ステップの手順
で行われる。
【０００４】
　まず、第１ステップでは、あらかじめ治療計画を立案するためにコンピュータ断層撮影
（Computed Tomography、以下、ＣＴと略称する。）が行われる。この撮影によるＣＴ画
像は、治療計画の立案の他、治療時の患者位置決め用の参照画像を作成するためにも用い
られる。この第１ステップは通常、治療の日前に行われる。
【０００５】
　第２ステップは、患者の位置設定である。具体的には、患者を治療寝台に搭載し、患者
を固定する固定具の表面に記されたマークを照射中心に合わせる。この状態で、Ｘ線透視
撮影を行う。このＸ線透視撮影で得られた透視画像と、あらかじめＣＴ画像により作成し
た上記参照画像とを比較し、位置のずれ量を求める。そして、この位置のずれ量を治療寝
台に設定し、透視画像と参照画像とが合うようにする。
【０００６】
　第３ステップは、粒子線照射である。具体的には、患者の位置設定終了後に照射システ
ムの各機器を照射可能な状態に設定した後に照射を開始する。３次元スキャニング照射法
は、あらかじめＣＴ画像を元に立案した治療計画に従って患部の照射を行っていく方法で
ある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS, Vol.13, Num.6,2012,
 Patient handling system for carbon ion beam scanning therapy, S. Mori, et.al.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記の手順で治療を行う場合、第１ステップの作業は、治療の前日以前
に行われるため、患者の体内ガス及び消化物、体内排泄物の状態により、患部の位置及び
正常組織の位置が変化してしまう場合がある。この場合、治療寝台に患者の位置を再設定
したとしても、それにともなう位置再現性が問題になる。
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【０００９】
　また、第２ステップでは、Ｘ線撮影後に治療寝台を移動させる操作が必要であるため、
治療寝台の位置精度に対する要求が高くなり、日常（通常は、毎朝の治療開始前）のＱＡ
（Quality Assurance:品質保証）試験に時間がかけられている。さらに、治療寝台を移動
させた後に、その位置が正しいことを確認するため、再度Ｘ線撮影を行う必要がある。そ
の結果、Ｘ線撮影のための機器設定時間が長くかかるとともに、患者の被ばく線量が高く
なってしまうという問題がある。
【００１０】
　本実施形態が解決しようとする課題は、患部の固定位置又は体内臓器の状態があらかじ
め立案した治療計画と異なっていても、患部に粒子線ビームを正確に照射することのでき
る粒子線治療システム及び粒子線治療用管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本実施形態に係る粒子線治療システムは、線量分布を含む
治療計画データを作成する治療計画装置と、治療室に設置されて治療当日の体内３次元画
像を取得する３次元画像取得部と、前記治療当日に取得した３次元画像による線量分布と
、あらかじめ立案された治療計画データの線量分布とを表示する線量分布表示部と、前記
治療計画データによって患部に粒子線ビームを照射する照射部と、前記治療当日の３次元
画像による線量分布及び前記あらかじめ立案された治療計画データの線量分布に基づいて
、前記治療計画データを変更するか否かを選択する選択部と、前記選択部で前記治療計画
データを変更することが選択された場合に、前記あらかじめ立案された治療計画データの
線量分布に基づく前記治療計画の計算に必要なパラメータを修正する治療計画データ変更
部と、を有し、前記照射部は、前記選択部での選択に基づいて、変更されなかった、また
は、前記治療計画データ変更部で変更された前記治療計画データによって、患部に粒子線
ビームを照射するものであることを特徴とする。
【００１２】
　本実施形態の粒子線治療用管理システムは、線量分布を含む治療計画データを作成する
治療計画装置と、治療室に設置されて治療当日の体内３次元画像を取得する３次元画像取
得部と、前記治療当日に取得した３次元画像による線量分布と、あらかじめ立案された治
療計画データの線量分布とを表示する線量分布表示部と、前記治療当日の３次元画像によ
る線量分布及び前記あらかじめ立案された治療計画データの線量分布に基づいて、前記治
療計画データを変更するか否かを選択する選択部と、
　前記選択部で前記治療計画データを変更することが選択された場合に、前記あらかじめ
立案された治療計画データの線量分布に基づく前記治療計画の計算に必要なパラメータを
修正する治療計画データ変更部と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本実施形態によれば、患部の固定位置又は体内臓器の状態があらかじめ立案した治療計
画と異なっていても、患部に粒子線ビームを正確に照射することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一実施形態の粒子線治療システムが適用されるスキャニング照射装置を示す立面
構成図である。
【図２】図１のスキャニング照射装置を用いた照射手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図３】一実施形態の粒子線治療システムの制御系を示すブロック図である。
【図４】一実施形態の粒子線治療システムを用いた治療順序の一例を示すフローチャート
である。
【図５】一実施形態の治療計画装置による処理を示すフローチャートである。
【図６】一実施形態の粒子線治療システムで治療寝台位置の補正を行った場合の照射領域
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を示す説明図である。
【図７】一実施形態の粒子線治療システムで治療計画データの変更を行った場合の照射領
域を示す説明図である。
【図８】一実施形態の治療計画装置でターゲットアイソセンター及びビーム角度情報を利
用したときの患部領域情報と避けるべき臓器の位置情報を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本実施形態に係る粒子線治療システム及び粒子線治療用管理システムについて、
図面を参照して説明する。
【００１６】
　（一実施形態）
　図１は一実施形態の粒子線治療システムが適用されるスキャニング照射装置を示す立面
構成図である。
【００１７】
　図１に示すように、本実施形態の粒子線治療システムは、概ね照射部としてのスキャニ
ング照射装置１と、ＣＴ装置２と、Ｘ線撮影装置３と、治療寝台４と、を備える。これら
スキャニング照射装置１の照射ポート１０、ＣＴ装置２、Ｘ線撮影装置３、及び治療寝台
４は、治療室１４内に設置されている。スキャニング照射装置１の照射ポート１０は、Ｃ
Ｔ装置２の近傍であって、ＣＴ装置２の画像取得時（撮影時）における移動範囲内に設置
されている。
【００１８】
　Ｘ線撮影装置３は、２セットで構成され、床面１９の内部にＸ線管５ａ，５ｂが設置さ
れている。Ｘ線撮影装置３は、天井９に取り付けた平面Ｘ線検出器（Flat Panel Detecto
r、以下、ＦＰＤと略称する。）駆動機構７ａ，７ｂの先端部にＦＰＤ６ａ，６ｂが設置
されている。したがって、このＸ線撮影装置３では、２方向から体内透視画像を取得でき
るように構成されている。
【００１９】
　ＦＰＤ６ａ，６ｂは、それぞれＦＰＤ駆動機構７ａ，７ｂを駆動することにより昇降可
能である。ＦＰＤ６ａ，６ｂは、体内透視画像を取得する場合、下降した位置にある。ま
た、ＦＰＤ６ａ，６ｂは、ＣＴ装置２がＣＴ撮影位置の治療寝台４の位置まで移動する場
合、ＣＴ装置２と干渉しない位置まで上昇している。
【００２０】
　スキャニング照射装置１の先端部には、治療寝台４に搭載された患者にビームを照射す
る照射ポート１０が設置されている。この照射ポート１０は、照射ポート可動部２０と、
照射ポート固定部３０とから分離して構成されている。照射ポート可動部２０は、照射ポ
ート固定部３０に対して水平移動可能であって、ＣＴ装置２の移動範囲内に位置している
。照射ポート可動部２０は、ＣＴ装置２が治療寝台４の位置まで移動する場合、ＣＴ装置
２と干渉しない位置、つまり図１の紙面に垂直な方向へ水平移動する。
【００２１】
　スキャニング照射装置１は、治療室１４内に配置された照射ポート１０と、治療室１４
外に設置されたビーム走査電磁石としてのスキャニング電磁石１１と、真空ダクト１２と
を備える。この真空ダクト１２の一端は、照射ポート１０の上流側に固定され、他端はス
キャニング電磁石１１を貫通して後述する加速器の取出し機器１８まで延びている。
【００２２】
　照射ポート可動部２０は、治療室１４内に立設された化粧壁１３に対してビーム下流側
に配置されている。照射ポート可動部２０内には、飛程調整器としてのレンジシフタ２１
、リッジフィルタ２２が設置されている。
【００２３】
　照射ポート固定部３０は、化粧壁１３に対してビーム上流側に配置されている。照射ポ
ート固定部３０内には、真空ダクト１２の一部、位置モニタ３１、線量モニタ３２が設置
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されている。
【００２４】
　ＣＴ装置２は、自走式であり、治療室１４内の床面１９に、図１の紙面に垂直な方向に
敷設された２本のレール３３に沿って治療寝台４まで移動可能に構成されている。具体的
には、ＣＴ装置２は、２本のレール３３を走行する複数の走行車輪３４を備え、これらの
走行車輪３４のうちいずれか一方が図示しない駆動モータと連結されている。したがって
、上記駆動モータを駆動させると、走行車輪３４が２本のレール３３に沿って走行するこ
とで、ＣＴ装置２は、治療寝台４まで移動することができる。
【００２５】
　ＣＴ装置２によるＣＴ撮影時には、照射ポート可動部２０が干渉する位置にある。この
場合には、照射ポート可動部２０が水平移動することで、ＣＴ装置２と干渉しないように
している。
【００２６】
　治療寝台４は、搭載した患者の患部の位置を微調整するために後述する位置決め装置に
よって上下左右に移動可能に構成されている。
【００２７】
　次に、図１で示したスキャニング照射装置１の各機器の機能について説明する。
【００２８】
　イオン源１５、線形加速器１６及びシンクロトロン１７は、本実施形態のビーム生成部
を構成する。具体的に、このビーム生成部は、イオン源１５で発生させたイオンを線形加
速器１６、シンクロトロン１７によって患部の奥深くまで到達可能なエネルギーまで加速
してビームを生成している。
【００２９】
　すなわち、線形加速器１６は、イオン源１５で発生させたイオンを加速する。シンクロ
トロン１７には、線形加速器１６で加速したビームが輸送され、このビームを周回させて
所定のエネルギーまでさらに加速する。ビームの加速終了後は、取出し機器１８によりビ
ームが取り出され、スキャニング電磁石１１を貫通した真空ダクト１２に輸送される。
【００３０】
　スキャニング電磁石１１は、スキャニング電磁石１１に入射した粒子線ビーム８を体内
患部内のビーム軸に対する垂直面（スライス面）の上の点（Ｘ、Ｙ）を走査する。このビ
ームの走査は、図示しないスキャニング電磁石用電源の出力電流を制御することで行う。
【００３１】
　レンジシフタ２１は、体内患部内のビーム軸方向の位置（Ｚ）を制御する。レンジシフ
タ２１は、複数の厚さのアクリル板から構成されており、これらのアクリル板を組み合わ
せることにより、レンジシフタ２１を通過するビームエネルギー、すなわち体内飛程を、
患部のスライス面に合わせて段階的に変化させることができる。レンジシフタ２１におけ
る体内飛程の制御は、一般的には一定間隔をもって切り替えられる。なお、飛程の切り替
えには、レンジシフタ２１のようにビームラインに物体を挿入する方法の他、ビーム上流
側に設置された機器を電気的に制御することによってビームエネルギー自体を変更する方
法もある。
【００３２】
　リッジフィルタ２２は、単エネルギー粒子線ビームの非常にシャープな体内深さ方向の
ピーク線量（ブラッグピークと呼ばれる）を、レンジシフタ２１によって切り替えられる
体内飛程の間隔に対応するように拡大するためのものである。
【００３３】
　スキャニング照射用のリッジフィルタ２２は、アルミニウム製の棒片が複数並べられて
構成されている。これら棒片は、ほぼ二等辺三角形の形状に形成され、ビームの経路長の
違いによってビームエネルギーが変化するようになっている。
【００３４】
　位置モニタ３１は、スキャニング電磁石１１により走査されたビーム位置が正しい位置
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にあるかどうかを識別するためのものである。位置モニタ３１は、線量モニタ３２と同様
の構成を有し、短冊状に分割されたもの（ストリップ型）、あるいは容器内に複数のワイ
ヤからなる収集電極を用いたもの（マルチワイヤ型）等が使用される。
【００３５】
　線量モニタ３２は、照射線量を測定するためのものであり、容器内にて粒子線の電離作
用により生じた電荷を平行電極で収集する電離箱等が用いられる。
【００３６】
　このようなスキャニング照射装置１を用いて、以下の方法によりスキャニング照射が行
われる。図２は図１のスキャニング照射装置を用いた照射手順の一例を示すフローチャー
トである。
【００３７】
　図２に示すように、まず、粒子線ビームの停止位置が患部照射領域の最深スライス（Ｚ
１）に対応するよう、粒子線ビームの入射エネルギーとレンジシフタ２１における板厚が
設定される（ステップＳ１）。
【００３８】
　次に、このスライスにおける患部照射領域内の一点（Ｘ１、Ｙ１）にビームが照射され
るように、スキャニング電磁石１１の電流値が設定される（ステップＳ２）。ビーム位置
（Ｘ１、Ｙ１、Ｚ１）の設定が完了すると、図示しない照射制御装置はビーム出射制御装
置に指令信号を出力し、ビームが出射されて照射を開始する（ステップＳ３）。
【００３９】
　上記照射制御装置には、各位置に照射する線量（プリセット値）があらかじめ求められ
ている。線量モニタ３２から出力される最初の点（Ｘ１、Ｙ１、Ｚ１）の線量測定値がプ
リセット値に到達すると、上記照射制御装置が線量満了信号を受信し、上記照射制御装置
からスキャニング電磁石１１の電源に電流切替指令信号を出力し、次の点（Ｘ２、Ｙ２、
Ｚ１）へビーム位置の変更が行われる（ステップＳ４）。
【００４０】
　ここで、上記照射制御装置が電流切替指令信号を出力してからスキャニング電磁石１１
の電源より切替完了指令信号を受けるまでに、粒子線ビームの出射を一旦停止する照射法
をスポットスキャニング法と言う。また、スキャニング電磁石１１の電源の電流切替中も
粒子線ビームの出射を停止しない照射法をラスタースキャニング法と言う。
【００４１】
　以下、線量測定値がプリセットに到達する毎にスキャニング電磁石１１の電源の電流切
替を行っていく。そして、スライス中の最終照射点（ＸＮ、ＹＮ、Ｚ１）に到達すると、
ビーム出射が停止され、レンジシフタ２１の板厚を変更することにより、一つ手前のスラ
イス位置に変更される（ステップＳ５、Ｓ６）。
【００４２】
　今度は、次のスライスにおける患部照射領域内の一点（Ｘ１、Ｙ１、Ｚ２）にビームが
照射されるように、スキャニング電磁石１１の電流値が設定される。そして、先のスライ
スと同様に照射領域内の照射を行っていく。
【００４３】
　このように順次、スライス内の照射を行っていき、最終スライスまで、全スライスの照
射の終了により一連の照射を終了する（ステップＳ７）。
【００４４】
　なお、このステップＳ７において、最終スライスまで照射が終了していない場合には、
粒子線ビームの入射エネルギーとレンジシフタ２１における板厚が再び設定される（ステ
ップＳ８）。その後、ステップＳ２からステップＳ７の処理を繰り返し、最終スライスま
で、全スライスの照射の終了により一連の照射を終了する。
【００４５】
　次に、本実施形態の粒子線治療システムの全体構成について説明する。
【００４６】
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　図３は一実施形態の粒子線治療システムの制御系を示すブロック図である。
【００４７】
　図３に示すように、粒子線治療システム４０は、演算部としての治療計画装置４１、線
量分布表示装置４２、治療管理装置４３、位置決め装置４４、治療寝台４、照射部として
の上記スキャニング照射装置１、及び３次元画像取得部としての上記ＣＴ装置２を備える
。このＣＴ装置２は、治療室１４内において治療直前（治療当日）の患者の患部の３次元
画像を取得する。
【００４８】
　治療管理装置４３は、本実施形態の選択部、ずれ量評価部、及び照射位置補正部として
の機能を有する。治療計画装置４１、線量分布表示装置４２、及び治療管理装置４３は、
本実施形態の粒子線治療用管理システムを構成する。
【００４９】
　なお、本実施形態の粒子線治療システム４０は、３次元画像取得部としてＣＴ装置２を
用いているが、これ以外に、ＭＲＩ（Magnetic Resonanse Imaging:磁気共鳴画像）装置
、ＰＥＴ（positron emission tomography:陽電子放出断層撮影）－ＣＴ装置等のように
３次元画像を取得可能な画像診断装置を用いてもよい。
【００５０】
　治療計画装置４１は、ＣＴ装置２から取得した体内３次元画像に基づいて、ターゲット
アイソセンター（患部中心）情報、ビーム角度情報、患部領域（Region of Interest:Ｒ
ＯＩ）情報、及び照射を避けるべき正常臓器の位置情報等を設定し、患部に対する照射線
量の最適化計算を行い、治療寝台４の設定情報及び後述する照射データ（パターン）を作
成する。
【００５１】
　なお、以下の説明では、ターゲットアイソセンター（患部中心）情報、ビーム角度情報
、患部領域（ＲＯＩ）情報、及び照射を避けるべき正常臓器の位置情報、照射位置情報、
治療寝台４の位置設定データ、及び後述する照射データ（パターン）等を一括して治療計
画データともいう。
【００５２】
　上記照射データとは、照射領域に対してどのように照射を行うかを設定したデータであ
る。具体的には、上記照射データとは、患部への線量分布が均一になるように、各照射ス
ポットの照射線量に重み付けを設定したデータである。
【００５３】
　本実施形態の治療計画装置４１は、ＣＴ装置２により新しく設定された体内３次元画像
に対して、あらかじめ立案した治療計画時の設定パラメータの少なくとも一つを再利用す
ることが可能である。この治療計画時の設定パラメータには、例えばターゲットアイソセ
ンター（患部中心）情報、ビーム角度情報、患部領域情報、及び照射を避けるべき正常臓
器の位置情報が挙げられる。また、治療計画装置４１は、照射データを作成する上で必要
な機器設定パラメータとして、スライス間隔、スポット間隔を再利用することが可能であ
る。なお、これらの情報のうち、再利用しない情報は、再設定可能である。
【００５４】
　患部領域（ＲＯＩ）情報及び照射を避けるべき正常臓器の位置情報は、３次元画像の断
面像である。本実施形態の治療計画装置４１は、この断面像に対して一つの断面について
位置ずれ量あるいは照射領域を設定すると、他の断面像についてもずれ量あるいは照射領
域が自動的に設定される機能を備えている。
【００５５】
　線量分布表示装置４２は、新たに取得した３次元画像と、元の患部領域情報、照射を避
けるべき臓器の位置情報、及び照射線量分布を表示する。すなわち、線量分布表示装置４
２は、治療直前に取得した３次元画像に対して、あらかじめ立案された治療計画データを
適用して線量分布を計算し、患部又は正常臓器に対する照射線量分布を表示する。これら
の機能は、通常治療計画装置４１に設けられている場合が多い。
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【００５６】
　治療計画装置４１及び線量分布表示装置４２は、粒子線治療システムとは独立したもの
として粒子線治療システムと接続して使用される場合があるが、本実施形態では、それら
を含めて粒子線治療システムとする。
【００５７】
　治療管理装置４３は、患者を搭載した治療寝台４の位置を修正するため、位置決め装置
４４により患者の位置決めを行うか、あらかじめ立案された治療計画データを変更するか
否かを選択する選択機能を有する。
【００５８】
　治療管理装置４３は、治療直前（治療当日）に取得した体内３次元画像に基づいて照射
位置のずれ量を評価する機能と、あらかじめ立案された治療計画データの照射位置データ
の補正を行う照射位置補正機能と、治療計画データにおける照射データの線量最適化計算
を行う演算機能と、これらの機能のいずれかを選択する選択機能と、を有する。
【００５９】
　治療管理装置４３は、あらかじめ立案された治療計画データの照射データ以外に、照射
位置の補正が行われた照射位置情報をスキャニング照射装置１に設定する機能も有してい
る。また、治療管理装置４３は、治療寝台４の位置情報を変更せずに、新しく最適化され
た照射データをスキャニング照射装置１に設定する機能も有している。
【００６０】
　次に、本実施形態の粒子線治療システムを用いた治療順序について説明する。
【００６１】
　図４は一実施形態の粒子線治療システムを用いた治療順序の一例を示すフローチャート
である。図５は一実施形態の治療計画装置による処理を示すフローチャートである。図６
は一実施形態の粒子線治療システムで治療寝台位置の補正を行った場合の照射領域を示す
説明図である。図７は一実施形態の粒子線治療システムで治療計画データの変更を行った
場合の照射領域を示す説明図である。図８は一実施形態の治療計画装置でターゲットアイ
ソセンター及びビーム角度情報を利用したときの患部領域情報と避けるべき臓器の位置情
報を示す説明図である。
【００６２】
　まず、ＣＴ装置２が設置された治療室１４内においてあらかじめ（治療日前）ＣＴ撮影
を行い、３次元画像を取得する。このとき、治療寝台４に患者を固定するための固定具の
表面に患部の中心と推定される位置をマーキングしておく。
【００６３】
　そして、治療室１４内で取得したＣＴ画像を用いて治療計画を立案する。この治療計画
では、照射領域を設定するとともに、この照射領域についてどのように照射を行うかが記
録された照射データ（照射パターン）及び治療寝台４の位置設定データを作成する。
【００６４】
　次に、本実施形態の粒子線治療システムによる治療直前（治療当日）の治療順序を図４
及び図５に従って説明する。
【００６５】
　まず、治療室１４への患者の入室直前、あるいは入室時にあらかじめ立案された治療計
画データ、すなわち、治療に関する治療寝台４の位置設定データ及び照射データが治療計
画装置４１から治療管理装置４３に読み出される（ステップＳ１１、Ｓ１２）。
【００６６】
　治療室１４内に入室した患者を治療寝台４に搭載し、固定具で患者を固定する（ステッ
プＳ１３）。治療室１４内において固定具にマーキングした印をターゲットアイソセンタ
ー（患部中心）に合致するように位置決め装置４４を用いて治療寝台４を移動させる。さ
らに、治療管理装置４３は、治療寝台４に位置設定データを設定し、治療寝台４の入力装
置を操作してその設定位置に移動させる（ステップＳ１４）。
【００６７】
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　次いで、治療計画装置４１は、照射ポート可動部２０を照射位置から退避させ、ＣＴ装
置２の測定部（ガントリ）２ａを患部領域に設定し、ＣＴ撮影を行う（ステップＳ１５）
。すなわち、ステップＳ１５では、治療計画装置４１は、ＣＴ装置２を用いて治療当日の
体内の３次元画像を取得する。治療計画装置４１は、この取得した３次元画像による線量
分布を計算し（ステップＳ１６）、その線量分布データを線量分布表示装置４２に送信す
る。
【００６８】
　線量分布表示装置４２では、あらかじめ立案した治療計画に対する線量分布と、上記治
療当日の体内の３次元画像による線量分布を並べて表示、あるいは重ね書き表示をする（
ステップＳ１７）。
【００６９】
　次に、あらかじめ立案された治療計画データを変更するか否か（ステップＳ１８）、患
者を搭載した治療寝台４の位置を修正するか否か（ステップＳ１９）を選択する。すなわ
ち、ステップＳ１９は、患者の位置を修正する位置決めを行うか否かを選択する。ステッ
プＳ１８、Ｓ１９の選択処理は、治療管理装置４３の入出力装置を操作することにより行
う。なお、本実施形態では、ステップＳ１８、Ｓ１９の選択処理を医療従事者が行うこと
を想定しているが、これに限らずステップＳ１７において表示される結果の差分を評価し
、自動的に判別するようにしてもよい。
【００７０】
　治療計画データの変更を選択しない場合（ステップＳ１８；Ｎｏ）であって、治療寝台
４の位置の修正を選択した場合（ステップＳ１９；Ｙｅｓ）、治療管理装置４３は、今回
取得したＣＴ画像とあらかじめ治療室１４で取得したＣＴ画像（参照画像）とを比較し、
患部位置のずれ量を評価する（ステップＳ２０）。
【００７１】
　そして、治療管理装置４３は、この患部位置のずれ量に基づいて治療寝台４の位置補正
値を設定する（ステップＳ２１）。また、治療管理装置４３は、この位置補正値を治療寝
台４に送信し、その位置補正値分、治療寝台４を移動させることにより患者の位置合せを
行う（ステップＳ２２）（３Ｄ－３Ｄ位置決め）。
【００７２】
　すなわち、図６に示すように、あらかじめ治療計画が立案された照射領域５０には、治
療計画上のターゲットアイソセンター（患部中心）５１が設定されている。本実施形態で
は、患部位置のずれ量に基づいて、患部中心と治療装置アイソセンター５２とが一致する
ように、治療寝台４を移動する。このとき照射データは治療日前の計算結果を用いる。つ
まり、粒子線ビーム８の照射パターンには影響を与えない。
【００７３】
　次いで、患者の位置合わせが完了した後は、ＣＴ装置２の測定部（ガントリ）２ａを退
避させ、照射ポート可動部２０を所定位置に戻す。そして、スキャニング照射装置１に患
部照射データを設定し、図示しない照射コンソールの照射開始ボタンを押して患部に対し
て照射を開始する（ステップＳ２３、Ｓ２４）。
【００７４】
　なお、ステップＳ１９において、患者を搭載した治療寝台４の位置を修正しない場合（
ステップＳ１９；Ｎｏ）には、上記ステップＳ２０～Ｓ２２を経由せず、直接ステップＳ
２３に移行して患部照射データを設定する。
【００７５】
　また、治療計画データの変更を選択した場合（ステップＳ１８；Ｙｅｓ）、治療管理装
置４３は、治療計画データの照射データの最適化計算を行うか否かを判断する（ステップ
Ｓ２５）。治療計画装置４１による最適化計算を行わない場合（ステップＳ２５；Ｎｏ）
には、治療計画データを変更する（ステップＳ２６）。このステップＳ２６では、上記照
射データのうち、スポット位置（Ｘ，Ｙ）、スライス設定（Ｚ）のみを修正し、各照射ス
ポットの照射線量の重み付けを変更しない。
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【００７６】
　本実施形態では、図７に示すように治療装置アイソセンター５２と治療計画上のターゲ
ットアイソセンター（患部中心）５１とがずれていたら、治療寝台４は移動させず、その
ずれ量分、粒子線ビーム８の照射位置を移動して患部に照射領域を合致させる。
【００７７】
　具体的には、治療管理装置４３にて治療計画データの変更を選択した場合は、今回取得
したＣＴ画像とあらかじめ治療室１４で取得したＣＴ画像（参照画像）とを比較し、患部
位置のずれ量を評価する。そして、治療計画データの照射位置情報を患部位置のずれ量分
だけ平行移動することにより補正する。
【００７８】
　なお、本実施形態では、照射位置を平行移動して治療計画データを変更するようにした
が、これに限らず例えば照射エネルギーを変えて飛程を変更するようにしてもよい。また
、回転ガントリを有するスキャニング照射装置の場合は、さらにビーム角度情報を変更し
て補正するようにしてもよい。
【００７９】
　次いで、ステップＳ２６の治療計画データの変更処理を終了した後は、上記と同様にＣ
Ｔ装置２の測定部２ａを退避させ、照射ポート可動部２０を所定位置に戻す。そして、ス
キャニング照射装置１に対して照射位置を変更した治療計画データにより患部照射データ
を設定し、図示しない照射コンソールの照射開始ボタンを押して患部に対して照射を開始
する（ステップＳ２３、Ｓ２４）。
【００８０】
　治療管理装置４３にて上記照射データの最適化計算の実行を選択した場合（ステップＳ
２５；Ｙｅｓ）には、治療計画装置４１により照射データの最適化計算を行う。具体的に
は、図５に示すように、治療計画装置４１は、ステップＳ１５の処理で治療当日に取得し
たＣＴ画像を読み込む（ステップＳ２７）。
【００８１】
　次いで、治療管理装置４３は、元の治療計画データのうち、患部中心、ビーム角度を利
用するか否かを判断する（ステップＳ２８）。元の治療計画の患部中心情報、ビーム角度
情報を利用する場合（ステップＳ２８；Ｙｅｓ）には、患部中心情報、ビーム角度情報を
利用することになる（ステップＳ２９）。
【００８２】
　この場合、図８に示すように治療室１４で取得したＣＴ画像を用いて治療計画を立案し
たときのターゲットアイソセンター（患部中心）５１、ビーム角度、あらかじめ計画され
た患部の照射領域５０を示す患部領域情報（ＲＯＩ）、照射を避けるべき正常臓器５４の
位置情報を読み込む。さらに、照射データを作成する上で必要な機器設定パラメータとし
て、スライス間隔、スポット間隔を読み込む。そして、ターゲットアイソセンター５１と
ビーム角度を最適化計算の設定条件として設定する。治療当日に取得したＣＴ画像の照射
領域５３及び正常臓器５５に、患部の照射領域５０を示す患部領域情報及び正常臓器５４
の位置情報を重ね書き表示する。患部の照射領域５０，５３、正常臓器５４，５５の各領
域が表示とずれている場合は、これらの領域の修正を行う。
【００８３】
　患部領域、正常臓器領域の修正は、まずＣＴ画像の一断面について行う。修正によるこ
れら領域の重心の変化量や変形量を他の断面について自動的に反映することで、全断面に
ついて修正する。
【００８４】
　そして、治療計画装置４１は、照射データの最適化計算のやり直しを行う（ステップＳ
３０）。この照射データの最適化計算処理では、患部の照射領域５０を示す患部領域（Ｒ
ＯＩ）情報は患部の全スライスについて、中心情報及びビーム角度情報は患部の代表スラ
イスについて設定し、照射を避けるべき正常臓器５４の位置情報とともに、他のパラメー
タを設定する。そして、照射データにおける各スポットの位置及び重みを設定し直す。
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【００８５】
　治療計画装置４１は、照射データの最適化計算をやり直した後、線量分布結果を確認し
、問題がなければ、治療計画データを書き換えて治療管理装置４３に送信する。このとき
、上記のようにターゲットアイソセンター５１及びビーム角度は変化していないので、治
療寝台４の位置情報は変更されていない。
【００８６】
　治療管理装置４３は、新しい治療計画データを受け取った後、ＣＴ装置２の測定部２ａ
を退避し、照射ポート可動部２０を所定位置に戻す。このとき、治療寝台４の設定値は変
化していないので、治療寝台４の移動は不要である。そして、スキャニング照射装置１に
最適化計算した照射データを出力した（ステップＳ３１）後に、最適化計算した照射デー
タに基づいて患部照射データを書き換えて、図示しない照射コンソールの照射開始ボタン
を押して患部に対して照射を開始する（ステップＳ２３、Ｓ２４）。
【００８７】
　ターゲットアイソセンター５１及びビーム角度として前回の治療計画時の値を用いて最
適化計算をやり直した後に線量分布に問題がある場合、あるいはこれらの値を再設定しな
ければならないことが明確な場合（ステップＳ２８；Ｎｏ）、治療計画装置４１は、ター
ゲットアイソセンター５１及びビーム角度を再設定（ステップＳ３２）し、治療計画を立
て直す。そして、治療計画装置４１は、再立案した治療計画データを治療管理装置４３に
送信する。
【００８８】
　治療管理装置４３は、新しい治療計画データを受け取った後、ＣＴ装置２の測定部２ａ
を退避し、照射ポート可動部２０を所定位置に戻す。このとき、治療寝台４の設定値は変
化しているので、治療寝台４の移動を行う。そして、上記ステップＳ３０と同様に、照射
データの最適化計算のやり直しを行う（ステップＳ３３）。
【００８９】
　次いで、治療管理装置４３は、治療寝台４に位置設定データを出力するとともに、最適
化計算した照射データを出力した（ステップＳ３４）後、上記ステップＳ２１に移行する
。
【００９０】
　したがって、本実施形態の粒子線治療システムでは、治療直前に取得した３次元画像に
対して、あらかじめ作成された治療計画データを適用して線量分布を計算し、患部あるい
は正常臓器に対する照射線量を表示するようにしている。
【００９１】
　このように構成された本実施形態によれば、患部の固定位置又は体内臓器の状態があら
かじめ立案した治療計画と異なっていても、あらかじめ立案された治療計画データを治療
直前に変更することができることから、治療の際に患部に粒子線ビームを正確に照射する
ことが可能になる。
【００９２】
　また、本実施形態によれば、治療直前に取得した体内３次元画像に基づいて、患部の照
射領域を設定することができるため、あらかじめ立案した治療計画に使用した３次元画像
の取得時から患部の位置及び正常組織の位置が変化したとしても、正常組織を回避し、患
部にビームを高精度に照射することができる。
【００９３】
　そのため、治療寝台４を移動させる必要がなくなるので、治療寝台４の位置再現性を考
慮する必要がなくなり、毎日の治療寝台位置に対するＱＡを簡略化することができる。ま
た、治療寝台４を移動させる必要がなくなるので、治療寝台４を再設定するための時間が
不要となる。そして、治療寝台４を移動させた後の位置が正しいことを確認するためのＸ
線撮影を行う必要がなくなり、Ｘ線撮影のための機器設定時間が不要となる。その結果、
治療に要する時間を短縮することができ、患者の被ばく量を抑制することができる。
【００９４】
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　さらに、本実施形態によれば、あらかじめ立案された治療計画データの照射位置の補正
を行う照射位置補正部としての機能を有することから、治療計画の最適化計算を行う必要
がないため、体内の３次元画像を取得してから照射開始するまでの時間を短縮することが
できる。
【００９５】
　そして、本実施形態によれば、あらかじめ立案された治療計画のターゲットアイソセン
ター５１及びビーム角度情報を利用することができるので、線量最適化計算を行った結果
をスキャニング照射装置１に設定することで、治療寝台４の位置の再設定が不要になる。
よって、治療寝台４を再設定するための時間が不要になる。また、治療寝台４を移動させ
た後に、その位置が正しいことを確認するためのＸ線撮影を行う必要がなくなり、Ｘ線撮
影のための機器の設定時間が不要となる。その結果、治療に要する時間を短縮することが
できる。
【００９６】
　さらに、本実施形態の治療計画装置４１によれば、あらかじめ立案された治療計画の患
部領域情報、あるいは照射を避けるべき臓器の位置情報を利用することができるので、治
療計画にかかる時間を短縮することができる。また、患部領域情報や避けるべき正常臓器
の位置は、３次元画像の断面像に対して、一断面について位置ずれ量を設定すると、自動
的に他の断面像についてもずれ量が設定されるので、医師あるいは放射線技師の作業負荷
を軽減することができる。
【００９７】
　（その他の実施形態）
　本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり、発明
の範囲を限定することは意図していない。この実施形態は、その他の様々な形態で実施さ
れることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更、
組み合わせを行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれ
ると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【００９８】
　なお、上記実施形態において、粒子線治療は、通常、照射線量を複数に分割し、数日か
けて照射を行う。上記実施形態の説明は、治療室１４で取得したＣＴ画像に対する治療計
画の設定パラメータを基点としたが、２回目からは治療室１４で再計算したときの設定パ
ラメータを基点とするようにしてもよい。
【符号の説明】
【００９９】
　１…スキャニング照射装置（照射部）、２…ＣＴ装置（３次元画像取得部）、２ａ…測
定部、３…Ｘ線撮影装置、４…治療寝台、５ａ，５ｂ…Ｘ線管、６ａ，６ｂ…ＦＰＤ、７
ａ，７ｂ…ＦＰＤ駆動機構、８…粒子線ビーム、９…天井、１０…照射ポート、１１…ス
キャニング電磁石、１２…真空ダクト、１３…化粧壁、１４…治療室、１５…イオン源、
１６…線形加速器、１７…シンクロトロン、１８…取出し機器、１９…床面、２０…照射
ポート可動部、２１…レンジシフタ、２２…リッジフィルタ、３０…照射ポート固定部、
３１…位置モニタ、３２…線量モニタ、３３…レール、３４…走行車輪、４０…粒子線治
療システム、４１…治療計画装置、４２…線量分布表示装置（線量分布表示部）、４３…
治療管理装置（選択部、ずれ量評価部、演算部、照射位置補正部）、４４…位置決め装置
、５０…照射領域、５１…ターゲットアイソセンター、５２…治療装置アイソセンター、
５３…照射領域、５４…正常臓器、５５…正常臓器
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